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元気なならっ子約束運動の開始について

元気なならっ子約束運動について

１ 事業目的

幼児期から、親子で一緒に楽しみ、子どもにおいては、基本的な生活習慣の定着、

規範意識や社会性等の醸成を図り、保護者においては、子育て意識と知識を高める機

会を設け、家庭教育の充実と家庭の教育力の向上を図ります。

２ 運動の強化期間

７月１日（水）～８月３１日（月）（夏の強化期間）

９月１９日（土）～９月２３日（水）

１０月１７日（土）、１８日（日）

１１月１４日（土）、１５日（日）

１２月２４日（木）～１月６日（水）（冬の強化期間）（全８５日間）

３ 内 容

（１）「げんきなならっこやくそくノート」「シール」等を奈良県内に在住する又は県

内の幼稚園、保育所などに在籍する３歳～５歳児、すべて（約33,000人）に配布し、

その活用を促進する啓発を行います。

（２）「あいさつをしましょう」「おてつだいをしましょう」「早寝、早起きをして、し

っかり朝ごはんを食べましょう」等を親子で取組内容を決めて、約束し、取り組

みます。約束が守れたら「げんきなならっこやくそくノート」にシールを貼った

り色を塗ったりして、１日を振り返ります。基本的生活習慣の確立と、「おてつだ

い」を通して、子どもたちの自己有用感を育みます。

「げんきなならっこやくそくノート」と「シール」

奈良県内に在住する又は県内の幼稚園、保育所などに在籍する３歳

～５歳児とその保護者が「あいさつをしましょう」「おてつだいをし

ましょう」「早寝、早起きをして、しっかり朝ごはんを食べましょう」

等を親子で約束して、楽しみながら取り組みます。この約束運動を通

して、親子のコミュニケーションが豊かになるととともに、親子が共

に成長し、家庭の教育力が向上し、子どもの健全な育成につながるこ

とを願っています。

第３日曜日（家庭教育・家庭の日）を含む期間



４ 今年度の特色

「おはよう・おやすみ・おてつだい」約束運動（H21～H26実施）を拡充します。

（１）取組内容の拡大

「あいさつ」や「おてつだい」の他、「早寝、早起き、朝ごはん」などの取組を子

どもの発達段階、各家庭の状況に応じて、目標設定し、柔軟に取り組んでいただき

ます。

（２）対象者の拡大

幼稚園、保育所（園）、認定こども園の他、認可外の保育施設にも取組を依頼。在

家庭の子どもたちにも、子育て支援機関等との連携、又はＨＰ等による呼びかけな

ど、様々な手段と機会を通して配布していきます。

５ 本運動への協賛企業・団体等

企業・団体から協賛を受け、本運動を進めていきます。

一般財団法人奈良県教職員互助組合、株式会社赤ちゃん本舗、

株式会社池田工業社、株式会社井上天極堂、株式会社南都銀行、

株式会社平井眞美館、株式会社大和農園ホールディングス、

近畿労働金庫奈良県地区統括本部、公益財団法人森田記念福祉財団、

佐藤薬品工業株式会社、三和澱粉工業株式会社、スケーター株式会社、

特定非営利活動法人ミルクならネットワーク、奈良県農業協同組合、

奈良交通株式会社、奈良ヤクルト販売株式会社、ひかりのくに株式会社、

他１社を含む１８企業・団体（50音順）（h27.6.26現在）

※「おはよう・おやすみ・おてつだい」約束運動（平成26年度）より、現在

１１企業、団体増え、協賛、応援の輪が広がっています。

６ 本運動の趣旨の啓発や普及の取組

（１）高校生による啓発活動

すべての県立高校において幼稚園や保育所などへの直接訪問等を通して、幼児と

の交流活動や手作り啓発グッズの配布を行い、子どもたちに取組の継続の啓発と約

束運動のＰＲを行います。

（２）幼稚園や保育所などへの働きかけ等

幼稚園や保育所等に対して、研修会等を通じて、その趣旨を啓発しています。

（３）企業・団体、子育て支援機関等への訪問などによる賛同支援等

企業・団体、子育て支援機関などを訪問するなどして、本運動への賛同、応援の

輪を拡大します。


